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第１章 一般共通事項 

 

１ 適用範囲 

（１）水道メータ修繕共通仕様書（以下「本仕様書」という）は、大阪市水道局（以下「本市」

という）が発注する水道メータ（以下「メータ」という）の修繕に適用する。 

（２）メータの修繕は、契約後速やかにメータを引き取り、本仕様書に基づき行うこと。 

 

２ 用語の定義 

（１）「修繕」とは、本市が所有している修繕が可能なメータを引き取り、上・下ケース内外面

を清掃したのち、指示機構部、計量機構部その他の部品を新品に取り替え、メータ上ふた及

び補足管等を塗装することをいう。 

（２）「承認」とは、本市の規格に適合するメータを製造する製造事業者からの申請により、型

式・構造・材質・性能等の審査を行うことで、メータの「品質」「性能」の確保をすること

をいう。 

（３）「協議」とは、本市と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

 

３ 法令等の遵守 

  メータは計量法・厚生労働省令及び関連法規に基づいて修繕し、検定又は検査に合格したも

のでなければならない。 

 

４ 適用規格 

  この仕様書に規定のない事項については、次の日本産業規格（JIS）の規格・基準を準用す

ること。 

（１）JIS B 8570-1（水道メーター及び温水メーター 第１部：一般仕様） 

（２）JIS B 8570-2（水道メーター及び温水メーター 第２部：取引又は証明用） 

（３）JIS Z 9015-1（計量値検査に対する抜取検査手順 第１部：ロットごとの検査に対するＡ

ＱＬ指標型抜取検査方式） 

  ※ JISで「メーター」とあるのはこの仕様書の「メータ」と同義である。 

 

５ メータの引き渡し 

（１）修繕が可能なメータの引き渡しの際、メータと引き換えに「預かり証」を本市に提出する

こと。 

（２）引き渡したメータの中に修繕不可能なメータがある場合は、本市にその箇所を提示するこ

と。 

６ 納入時の提出書類 

（１）メータ器差検査成績書（各者仕様で様式問わず） 

（２）納品書 

（３）業務完成・一部完成届 

（４）業務完成・一部完成出来高明細書  

（５）別途本市が指示するもの 

※（３）（４）については、大阪市水道局のホームページでダウンロードすることができる。

ホームページ掲載場所は次のとおりとする。 

水道局＞事業者の皆さまへ＞水道工事関連（仕様書・基準）＞仕様書・基準＞業務委託共

通仕様書（平成 30年４月） 

 

７ 承認事項 

（１）今回修繕するメータは、本市の承認した製造事業者が修繕するものでなければならない。 

（２）製造事業者の承認については、本市規定「水道のメータ承認基準」による。 

 

「水道のメータ承認基準」のホームページ掲載場所は、次のとおりとする。 

水道局＞事業者の皆さまへ＞水道工事関連（材料承認）＞募集＞ 水道メータの承認につ



いて＞水道メータの承認基準（令和４年３月） 

 

（３）同じ製品が既に承認されている場合は、省略できるものとする。 

（４）製造事業者は、承認申請書類の内容に変更が生じたときは、遅滞なく承認内容変更届出

（申請）書を提出すること。また、承認内容変更届出（申請）書には、承認申請時の提出書

類に定める承認申請書のうち、変更が生じたものについて添付すること。 

（５）製造事業者は、承認されたメータの全部、もしくは一部の製造を中止したとき、または、

製造事業者の承認辞退を希望するときは、遅滞なく承認辞退願いを提出すること。 

（６）承認申請書等は、随時、工務部給水課に提出し、本市の承認を受けなければならない。 

 

８ 疑義の解釈 

応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよ

く質し、その内容を熟知のうえ応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受

付しない。契約後における仕様書の疑義は本市の解釈によるものとする。 

（公募型比較見積の場合） 

物品供給申込書を提出するにあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は提出期限内

に担当者へよく質し、その内容を熟知のうえ提出するものとする。契約後における仕様書の疑

義は本市の解釈によるものとする。 

 

 



第２章 メータ仕様共通事項 

 

１ メータの種類（適用メータ）  

本市が発注する水道メータの名称、口径及び記号は次のとおりとする。 

なお、記号の( )内は工業用水道メータを示す。 

口径（ｍｍ） 記号 種    類 

13 

ＳＤ 接線流羽根車単箱乾式デジタル表示水道メータ 

ＣＳＤ 接線流羽根車単箱液晶デジタル表示水道メータ（電子

式） 

20,25 

ＤＤ 接線流羽根車複箱乾式デジタル表示水道メータ 

ＣＤＤ 接線流羽根車複箱液晶デジタル表示水道メータ（電子

式） 

40 

Ｔ たて型軸流羽根車乾式デジタル表示水道メータ 

ＪＣＴ（ＣＴ） たて型軸流羽根車液晶デジタル表示水道メータ（電子

式） 

50,75,100 

ＮＴ たて型軸流羽根車乾式デジタル表示水道メータ 

ＣＥＮＴ(ＣＮＴ) たて型軸流羽根車液晶デジタル表示水道メータ（電子

式） 

 

２ 再使用するメータケースの処理等 

（１）メータは、本市が承認した製造事業者が修繕したもので、かつ、承認を受けた型式のメー

タによるものとする。 

（２）メータの各部品は、通常の使用に十分耐えうる強度、耐久性及び耐食性等を有し、かつ、

水質に悪影響を及ばさないものとする。 

（３）上ふたの着色指定については後述「４ 塗 装」の項目を参照すること。 

 

３ 表 示 

メータには、計量法及び関連法規で定められたものの他に、本市が指定するものを次のとお

り表示すること。 

（１）メータに刻印しているメータ番号、指定記号及び市章（澪標）は、磨耗等のため判読不明

瞭の場合以外は削刻しないこと。削刻の必要の生じた場合は本市に連絡すること。なお、新

規部品等を使用するために打ち替える場合は、元のメータ番号及び元の指定記号と元の市章

（澪標）とする。 

（２）上ケースにメータ番号、指定記号しか刻印されていないものについては、新たにメータ番

号の左９０度までの間に指定記号の後に市章（澪標）を刻印すること。 

 



市章（澪標） 

 
 

 

（３）メータ番号及びメータ種別記号と市章（澪標）を変更する必要が生じたときは、本市に連

絡すること。 

（４）メータには、検定証印または基準適合証印のいずれかを付すること。 

（５）メータ本体またはメータ上ふたの裏面には、検定有効年月を表示すること。 

（６）製造番号の表記箇所や方法については、メーカ標準とするが、他の表記する番号等が不明

瞭にならないようにすること。 

（７）本市が発注するメータには、次の事項を表示すること。 

ア 目盛板の表示 

   （ア）計量単位 

   （イ）製造年 

（ウ）Ｑ３の値 

（エ）Ｑ３／Ｑ１の値  

（オ）型式承認番号 

（カ）登録商標 

   （キ）取付姿勢 

 

４ 塗 装 

（１）メータ上ふたに着色を施すこと。また、塗装により着色する場合使用する塗料は、衛生上

有害な物質を含まず、乾燥後水に侵されずかつ水質に悪影響を与えないものとする。 

（２）メータ上ふたの着色は、年度の明示用として本市指定の色調による着色を施すこと。 

（３） 

令和７年度指定色は、社団法人日本塗料工業会の色票番号「Ａ45－40Ｐ」表示色：緑色と

する。 

令和８年度指定色は、社団法人日本塗料工業会の色票番号「ＡＮ－55」表示色：灰色とす



る。 

令和９年度指定色は、社団法人日本塗料工業会の色票番号「Ａ72-40Ｔ」表示色：青色と

する。 

令和 10 年度指定色は、社団法人日本塗料工業会の色票番号「Ａ95-60Ｐ」表示色：桃色と

する。 

令和 11 年度指定色は、社団法人日本塗料工業会の色票番号「Ａ95-30Ｈ」表示色：あずき

色とする。 

（４）メータケースの外面には、防錆のための塗装等加工を行い、色は無色透明とする。 

また、口径によりジョイントが付属している場合は、メータケースと同様に塗装等加工を行

うこと。 

（５）電磁式水道メータの補足管の内面は、JWWA G 112「水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ

樹脂粉体塗装」を施すこと。 

 

５ 計量特性 

本市が発注する水道メータの計量特性は、次のとおりとする。 

口径 

（ｍｍ） 

計量範囲 

Ｑ３／Ｑ１ 

定格最大流量 

Ｑ３ 

13 100 2.5 

20 100 4 

25 100 6.3 

40 100 16 

50 100 40 

75 100 63 

100 100 100 

 

６ 電子式（通信線付き）メータの共通事項 

（１）防水構造は、メータボックス内が冠水することも考慮し、保護等級（JIS C0920）IP67 以

上とする。 

（２）電源は、原則として電池式とし、内蔵・外付けは問わないがいずれも上記防水構造以上と

すること。また、寿命はメータの有効使用期間よりも１年以上メータが正常に作動するもの

を使用すること。 

（３）計量結果及びその他情報を外部に出力し、パラメータ及び機能等の設定を外部から行う有

線通信機能（電文、無接点パルス出力）を有すること。 

なお、パラメータ及び機能等は別途指定する内容により設定すること。 

 

 

（４）電文入出力の仕様は、次のとおりとする。 

項 目 内  容 

電文出力 ８ビット電文仕様「東京都水道局 自動検針メータ通

信機能仕様書 Ver.2.6A」準拠 

通信方式 半二重 

同期方式 調歩同期式 

通信速度 300bps 

伝送符号 ﾃﾞｰﾀ 7 ﾋﾞｯﾄ+ﾊﾟﾘﾃｨ 1 ﾋﾞｯﾄ（JIS X 0201） 

誤り検査 偶数（垂直水平）ﾊﾟﾘﾃｨ（JIS X 5001） 

 



（５）パルス出力の仕様は、次のとおりとする 

項 目 内  容 

形態 オープンドレイン信号 

単位 口径 13～40mm:0.01ｍ３/P、口径 50mm 以上:1ｍ３/P（納入時） 
（口径 40～100mm:無単位、口径 150mm 以上: 1ｍ３/P（納入時）） 

許容電圧値 DC24V 以上 

許容電流値 1mA 以上 

ON時抵抗値 1.2kΩ以下 

OFF時抵抗値 50kΩ以上 

       ※単位の（  ）は、工業用水道メータの仕様を示す。 

 

（６）通信線の仕様は、次のとおりとする。 

ア 湿潤環境下にてメータの有効使用期間より、１年以上使用可能な多心ケーブルまたはコ

ード。 

イ 心数は４心とし、線の被覆色は電文用の黒（A1）白（A2）、パルス出力用の赤（P）緑

（PG）を原則とする。変更する場合は、対照表シールをメータふたの裏に貼ること。 

ウ 線の長さは原則として口径 25mm 以下は 1.5ｍ以上、口径 40mm 以下は 2ｍ以上、口径

50mm以上は 5ｍ以上とする。なお、工業用水道メータは、全口径 10ｍ以上とする。 

上記以外の長さの指定は、「別紙」水道メータ買入特記仕様書による。 

エ 通信線の端末は簡易防水処理を施すこと。 

（７）付属品 

 メータ取り付けに必要なボルト、ナット等は、必要数付属すること。 

（８）パルス定数の表記箇所や方法については、メーカ標準とするが、耐久性を有し他に表記す

る番号等が不明瞭にならないようにすること。 

 

７ 納 入 

（１）納入場所 

大阪市水道局工務部給水課 量水器倉庫  

大阪市東淀川区柴島３丁目 11－109 

（２）納入日時 

ア 納入日は、休日等以外の日とする。（休日等は、土曜日及び日曜日、祝日、年末年始

（12月 29日から翌年１月３日まで）とする） 

イ 納入にあたっては納入する日の５日前（休日等を除く）までに本市係員に日時を連絡す

ること。ただし、納入日時は本市の都合により変更が生じる場合がある。 

（３）納入に際しては、本市職員と事前に打ち合わせを行い、その指示に従うこと。 

（４）メータの納入期限及び数量は、「別紙」水道メータ買入特記仕様書のとおりとする。 

（５）梱包及び荷姿 

ア 納入の際は、原則として収納箱及びパレットを使用する。 

イ 収納箱及びパレットは本市が貸与する。 

ウ 口径 13～40ｍｍまでのメータは収納箱で納入し、収納箱にはメータ同士が接触しない

ように緩衝材を使用すること。口径 50～100ｍｍまでのメータはパレット（木製）に積ん

で納入すること。 

エ メータには、塵埃及びその他の異物が入らないように十分注意し取り扱うこと。 

オ 口径 40ｍｍ以下については、両端の取り付け部にネジ山を保護するビニル製のキャッ

プ等を取り付けること。 

カ 口径 50ｍｍ以上については、両フランジに厚手のビニル製袋でフランジ部全体を覆う

か、ビニル製のキャップ等を取り付けること。 

キ 納入カード（受注者が作成）にメーカ名・口径・メータ番号・検満年月を記載し、収納

箱に貼付もしくは収納箱のカードホルダーに装着して納入すること。 

ク 納入カードの寸法及び台紙の色は、次のとおりとする。 

 



 

 

 

 

 

 

（６）メータの納入方法は、次のとおりとする。 

 

（７）納入するメータの検定年月について納入同月に検定を受けたものとする。ただし、発注者 

から別途指示がある場合はこの限りではない。 

 

８ 検 査 

（１）納入時に納入メータ全数のメータ器差検査成績書を提出すること。また、メータ器差検査

成績書は、納入メータを整理番号等で識別できるようにすること。 

（２）検査は抜き取りとし、JIS Z 9015-1により抜き取り数を定める。 

抜き取り数については、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※納入個数が最低抜き取り数以下の時は全数を検査する。 

 

（３）抜き取りしたメータは、本市が示す基準に基づき、次の検査を行う。 

なお、個数検査は全数量を確認する。 

ア 外観検査 

  イ 寸法検査 

ウ 検定証印又は基準適合証印の確認 

←     115mm    →  

メーカ名 ○ ○ 
↑ 

65mm 

↓ 

口径 ｍｍ 

検満年月  

備考  

口径 台紙の色 

13ｍｍ 白 

20ｍｍ 緑 

25ｍｍ ピンク 

40ｍｍ 白 

口径

（mm） 
納入方法 

収納個数 

（一箱あたり） 

木製パレット 

１枚当たり 

メータ数 

備考 

13 
収納箱 

＋ 

パレット 

20個 400個 収納箱（プラスチック製） 

 

口径 25mm 以下用有効内寸 

幅 472(±2)㎜×奥行 389(±2)㎜×高さ

122(±10)㎜ 

 

口径 40mm 用有効内寸 

幅 559(±2)㎜×奥行 320(±2)㎜×高さ

170(±5)㎜ 

 

木製パレット外寸寸法 

幅 1,000mm×長さ 1,000mm×高さ 130mm 

20 10個 200個 

25 ８個 160個 

40 ５個 100個 

50 

パレット － 

 10個 

75   ５個 

100   ４個 

納入毎の個数 抜き取り数 合格判定数 不合格判定数 

１～90 ３ ０ １ 

91～280 13 １ ２ 

281～500 20 ２ ３ 

501～1,200 32 ３ ４ 

1,201～3,200 50 ５ ６ 

3,201～10,000 80 ７ ８ 

10,001～35,000 125 10 11 



（４）納入時の指示範囲値 

納入時における各口径のメータ指示範囲値は次のとおりとする。 

口径（mm） 13、20、25 40 50、75、100 

指示値 ２ｍ３以下 ４ｍ３以下 20ｍ３以下 

 

（５）抜き取り数の合格・不合格の基準 

 ア 軽・微欠点：手直しを指示する。 

（軽・微欠点は塗装の塗りムラ、またはそれらに準ずるもの） 

 抜き取り数の中で発見された不適合品の数が、合格判定数以下ならば納入品は合格とする。

また、手直しがある場合は、受注者は速やかに「預かり書」と引き換えに対象メータを引

き取り、手直し等必要な処置を施したうえ納入するものとする。 

納入時には「手直し報告書」と「納品書」を提出すること。 

イ 重欠点：不合格とする。 

（重欠点は寸法違い、目盛板上のゴミ、錆付着及び目盛板の位置ずれ、またはそれらに準ず

るもの） 

抜き取り数の中で発見された不適合品の数が不合格判定数以上ならば納入品は不合格とする。 

受注者は速やかに「預かり書」と引き換えに対象メータを引き取り、手直し等必要な処置を 

施したうえ納入するものとする。 

納入時には「手直し報告書」と「納品書」を提出し、再納入すること。 

 

 



第３章 メータ仕様種類別事項 

 

１ 口径 13～25ｍｍ（接線流羽根車式） 

 

（１）本仕様書により修繕する水道メータは、接線流羽根車乾式デジタル表示で、13ｍｍは単箱

式、20ｍｍ及び 25ｍｍは複箱式とする。 

（２）メータの口径及び主要寸法等は次のとおりとする。 

口  径 （ｍｍ） 13 20 25 

メータ全長（ｍｍ） 100.0 195.0 225.0 

高  さ（最大）（ｍｍ） 92.0 108.0 108.0 

流入（出）口中心の高さ（ｍｍ） 23.0 35.0 35.0 

取り付けネジ部 

外 径（ｍｍ） 26.3 33.0 39.0 

山数（山／インチ） 14 14 14 

長 さ（ｍｍ） 11 16 15 

表 示 
最小目盛（Ｌ） 1 1 1 

最大表示量（ｍ３） 9999 9999 9999 

 

（３）数字表示部は、次のとおりとする。 

 

ア 数字表示部は、下図の２種類とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 数字は、黒の地に白文字とする。 

ウ 数字のうち、３，８，９の字体は上下各方向から見て判別できるものとする。 

エ 表示部の窓は数字が鮮明に見える形状及び色調とする。 

（４）メータのふた表面には、次の記号を表示すること。 

ア 口径 13ｍｍ：ＳＤ 

イ 口径 20ｍｍ・25ｍｍ：ＤＤ 

 

２ 口径 40ｍｍ（たて型軸流羽根車式） 

 

（１） 本仕様書により修繕する水道メータは、たて型軸流羽根車（たて型ウォルトマン）乾式 

デジタル表示とする。 

 

 

 

① 数字表示部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 字体及び太さ 太さ約 0.7ｍｍ 



（２）メータの口径及び主要寸法等は次のとおりとする。 

口  径 （ｍｍ） 40 

メータ全長（ｍｍ） 245.0 

高  さ（最大）（ｍｍ） 147.0 

流入（出）口中心の高さ（ｍｍ） 45 

取り付けネジ部 

外 径（ｍｍ） 56.5 

山数（山／インチ） 11 

長 さ（ｍｍ） 20 

表 示 
最小目盛（Ｌ） 1 

最大表示量（ｍ３） 99999 

 

（３）数字表示部は、次のとおりとする。 

 

ア 数字表示部は、下図の２種類とする。 

 

① 数字表示部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 数字は黒の地に白文字、または白の地に黒文字とする。 

ウ 数字のうち、３，８，９の字体は上下各方向から見て判別できるものとする。 

エ 表示部の窓は、数字が鮮明に見える形状及び色調とする。 

（４）上ふたの表に本市が指定する記号と元の番号を刻印すること。 

（５）修繕するメータの上ケースに空気抜き装置がある場合は、装置自体が機能しないように処

置をするか新規上ケースで修理をすること。 

 

３ 口径 50～100ｍｍ（たて型軸流羽根車式） 

 

（１） 本仕様書により修繕する水道メータは、たて型軸流羽根車（たて型ウォルトマン）乾式 

デジタル表示とする。 

 

 

 

② 字体及び太さ 太さ約 0.7ｍｍ 

 



（２）メータの口径及び主要寸法等は次のとおりとする。 

口  径（ｍｍ） 50 75 100 

取り付け長さ（ｍｍ） 505 635 705 

メータ全長（ｍｍ） 245 300 350 

メータ用接続管長さ

（ｍｍ） 

流入側 

伸縮補足管 

の伸縮幅 

123 

-9以下～    

+9以上 

178 

-10以下～ 

+15以上 

198 

-10以下～ 

+15以上 

流出側 130 150 150 

高さ（最大）（ｍｍ） 229 279 321 

流入（出）口中心の高さ（ｍｍ） 80 100 120 

フランジ外径（ｍｍ） 160 211 300 

ボルト穴中心円の径（ｍｍ） 127 145 170 

ボルト穴径×数 φ19×4 φ19×4 φ19×4 

表 示 
最小目盛（Ｌ） １ １ １ 

最大表示量（ｍ３） 999999 999999 999999 

 

（３）メータはメータ本体、メータはメータ本体、伸縮補足管（流入側）、補足管（流出側）、

ジョイントによって構成する。ただし、「別紙」水道メータ買入特記仕様書にて、伸縮機能

を有しない補足管（流入管）を指定している場合は、この限りでない。 

（４）上ふたの表に本市が指定する記号と元の番号を刻印すること。 

（５）修繕するメータの上ケースに空気抜き装置がある場合は、装置自体が機能しないように処

置をするか新規上ケースで修理をすること。 

（６）表示部の窓は、数字が鮮明に見える形状及び色調とする。 

 

４ 口径 13～40ｍｍ（電子式） 

 

（１）メータの口径及び主要寸法等は次のとおりとする。 

口  径（ｍｍ） 13 20 25 40 

メータ全長（ｍｍ） 100 195 225 245 

流入（出）口中心の高さ 23.0 35.0 35 45 

取り付け 

ネジ部 

外 径（ｍｍ） 26.3 33 39 56.5 

山数（山／インチ） 14 14 14 11 

長 さ（ｍｍ） 11 16 15 20 

積算指示値 
最小目盛（Ｌ） 0.1 

最大表示量（ｍ３） 9999 99999 

瞬間流量値 
瞬時流量値 

（ｍ３／ｈ） 
99.99 

 

 

 

 

 

 



５ 口径 50～100ｍｍメータ（電子式） 

 

（１）メータの口径及び主要寸法等は次のとおりとする。 

口  径（ｍｍ） 50 75 100 

取り付け長さ（ｍｍ） 505 635 705 

メータ全長（ｍｍ） 245 300 350 

メータ用接続管長さ

（ｍｍ） 

流入側 

伸縮補足管 

の伸縮幅 

123 

-9以下～    

+9以上 

178 

-10以下～ 

+15以上 

198 

-10以下～ 

+15以上 

流出側 130 150 150 

流入（出）口中心の高さ（ｍｍ） 80 100 120 

フランジ外径（ｍｍ） 160 211 300 

ボルト穴中心円の径（ｍｍ） 127 145 170 

ボルト穴径×数 φ19×4 φ19×4 φ19×4 

積算指示値 
最小目盛（Ｌ） １ 

最大表示量（ｍ３） 999999 

瞬間流量値 
瞬時流量 

（ｍ３／ｈ） 
999.9 

 

（２）メータはメータ本体、伸縮補足管（流入側）、補足管（流出側）、ジョイントによって構

成する。ただし、「別紙」水道メータ買入特記仕様書にて、伸縮機能を有しない補足管（流

入管）を指定している場合は、この限りでない。なお、工業用水道メータは、補足管を不要

とする。 

（３）上ふたの表に本市が指定する記号と元の番号を刻印すること。 

（４）修繕するメータの上ケースに空気抜き装置がある場合は、装置自体が機能しないように処

置をするか新規上ケースで修理をすること。 

 

 

 


